
事業者

名称 名称 所在地

有限会社もえぎ
小規模多機能型居宅介護も
えぎ

広島市安芸区船越南二丁目
２０番１６号

令和7年3月21日
小規模多機能型居宅介護及
び介護予防小規模多機能型
居宅介護

広島市長　　松　井　　一　實

広 島 市 告 示 第 １ ３ ６ 号

令 和 ７ 年 ３ 月 ２ １ 日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又は第１１５条の１５第２項の規定により、次
に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があった
ので、同法第７８条の１１第２号又は第１１５条の２０第２号の規定により告示します。

事業所
廃止年月日 サービスの種類


